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＜解説＞

抄録
地域における保健・医療・福祉の未来についてまとめた．日本では，急速な人口減少と高齢化が進
む一方で，喫煙率や食塩摂取量の低下等により健康寿命は延伸してきた．しかし，身体活動の低下，
男性における肥満の増加，孤独・社会的孤立の深刻化といった課題も進行している．さらに，気候変
動に伴う災害，感染症，経済財政危機に関連する複合的な健康リスクも存在する．
これらの変化に対応するためには，健康格差の縮小，自治体間の共同，地域資源の発掘・育成・活
躍，兼業の機会拡大などが重要な方向性となる．特に，配慮有る普遍的対策やライフコースアプロー
チといった戦略は，健康格差に対処するために重要である．
今後の地域保健・医療・福祉活動においては，決められた手段をこなす活動よりも，目的や目標を
指向した取り組みを推進し，PDCAサイクルやOODAループによる効率的・効果的な活動を行うこと
が求められる．縦割りや「支え手・受け手」という従来の関係を超えて，互いに支え合う地域共生社
会の推進が不可欠である．
地区活動に関しては，NPO，民間企業，共通の関心を持つコミュニティなどと連携し，市町村や

都道府県といったより広い範囲での取り組みを進める必要がある．自治体同士の共同事業や，市町村・
都道府県間による相互支援の推進も重要である．
情報通信技術の活用については，定型的な事務の効率化に加えて，関係者間の情報共有，人工知能
の活用，オンラインによる保健指導などへと取り組みを広げていくことが求められる．
これらの取り組みを通じて，困難な状況があっても，住民の健康と幸福が向上することを期待したい．
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Abstract

This paper presents a perspective on the future of public health, medical care, and welfare in commu-
nities. In Japan, while rapid population decline and aging are progressing, health expectancy has been 
extended due to decreases in smoking rates and salt intake. However, challenges exist, such as reduced 
physical activity, increased obesity among men, and the growing problems of loneliness and social isolation. 
Moreover, there are multiple health risks associated with climate change–induced disasters, infectious dis-
eases, and fiscal and economic crises. To respond to these changes, key directions include reducing health 
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I．はじめに

現在，厚生労働省による「2040 年を見据えた保健師
活動のあり方に関する検討会」[1]での検討が進められ
ている．また，2023 年度には，「地域保健対策・保健師
活動ワーキンググループ」[2]において，2040 年を見据
えた保健活動のあり方等について検討が行われた．さら
に，新たな地域医療構想に向けての検討が進められるな
ど，2040 年に向けての保健医療福祉活動のあり方につ
いて種々の議論が行われている．地域保健・医療・福祉
の未来はどうなるか，また私たちはどのように対応する
必要があるか，一部，Chat GPTやGeminiといった人工
知能（AI）の力を借りながら考えてみたい．

II．現状から予想される未来

1．人口構造の変化
未来について検討する上で，最も考慮すべき状況は人
口構造の変化である．図 1に日本の年齢 3区分別人口の
推移を示す．この先，人口減少，高齢化，少子化がさら
に進んでいくことが推計されている．人口減少の原因と
して，結婚率の低下や，夫婦の出生率の低下があると考
えられており，種々の対策が行われているが回復の兆し
が見えていない．人口構造の変化によって，働く世代の
人口の減少，保健医療福祉従事者の減少が進み，財政収
入の減少が懸念される．また，高齢者の割合が増加し，
それにより，全人口に対しての認知症高齢者，種々の疾
患をもつ人の割合が増加する．

disparities, strengthening inter-municipal collaboration, identifying, fostering, and mobilizing community 
resources, and expanding opportunities for multiple jobs and side work. In particular, strategies such as 
proportionate universalism and the life course approach are important for addressing health inequalities. In 
future public health, medical, and welfare activities in communities, it will be important to pursue purpose- 
and goal-oriented actions rather than merely means-driven ones, and to conduct efficient and effective 
operations using PDCA cycle and OODA loops. Promoting a community of mutual support (regional sym-
biotic society) that transcends conventional divisions such as vertical silos or providers versus recipients 
is essential. Regarding community-based activities, it is necessary to promote initiatives on a broader 
scale̶such as at the municipal or prefectural level̶in collaboration with nonprofit organizations, private 
enterprises, and communities sharing similar interests. Joint projects among local governments and mutual 
support initiatives between municipalities and prefectures should also be promoted. In terms of information 
and communication technology (ICT) utilization, efforts should extend beyond routine administrative tasks 
to include information sharing among stakeholders, the use of artificial intelligence, and online systems for 
health guidance. Through these initiatives, it is hoped that society will overcome difficulties and sustainably 
ensure people’s health and well-being.

keywords:  public health, medical care, welfare, population decline, health expectancy, regional symbiotic so-
ciety, health security
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図1　日本の年齢３区分別人口

総務省統計局『国勢調査』・『人口推計』および国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』（令
和５年推計，死亡中位・出生中位）による総人口
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人口減少の要素と影響を考えてみると，過去と比較し
た人口の減少により，過去の仕組みの不適合，インフラ
の維持困難が起こる．都市と比較した地方での人口の少
なさにより，地域間の格差が起こる．国土面積に対して
の人口の少なさにより，施設や人までの距離の増大が起
こる一方で，1人当たりの面積が増加し，この点は良い
影響となる可能性もある．高齢者と比較した若者の人口
の少なさにより，ニーズに対しての支える人の不足が起
こる．海外と比較した日本の人口の少なさにより，国際
社会における日本の影響力が小さくなる[3]．
人口構造の変化に伴い，単身世帯割合が増加している．

また，社会が希薄化し，地域での支え合い機能が弱体化
している．それにより，孤独，孤立の増加が懸念される．
また，これまで家族や地域の中で解決できていた課題が
顕在化しやすくなる．

2．健康寿命と生活習慣の変化
日本人の健康寿命は，長期的に延伸傾向が続いてい

る[4]．その理由として，喫煙率が低下していることや，
図 2に示すように食塩摂取量が減少傾向にあることが挙
げられる[5]．これらは長年の保健活動の賜であると考
えられる．これまでの推移から，今後，頭打ち傾向には
なるであろうが，さらに改善することが予想される．
一方で，人々の身体活動量は減少傾向が続いている．
また，日本人の平均の体重と身長から算定した平均BMI
の推移をみると，女性では減少傾向が続いていて下げ止
まっている一方で，男性では増加傾向が続いており，さ
らなる悪化が懸念される．

3．健康危機
地震，風水害，感染症パンデミック，火山噴火など，
さまざまな健康危機が発生し，その対応が行われてきた．
1995 年の阪神・淡路大震災では，保健師派遣が行われ
た．また，医療体制の課題に対応すべく，災害派遣医療
チーム（Disaster Medical Assistance Team, DMAT）や災
害拠点病院等が制度化された．2011 年の東日本大震災
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図２　食塩摂取量の推移（国民健康・栄養調査より）

細線：各年の平均気温の基準値からの偏差，太線：偏差の 5年移動平均値，直線：
長期変化傾向．基準値は1991～2020年の30年平均値．
出典：気象庁　https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html

図3　日本の年平均気温偏差
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等を契機に，災害時健康危機管理支援チーム（Disaster 
Health Emergency Assistance Team, DHEAT）を始めと
して，さまざまな保健医療福祉活動チームが発足した．
2016 年の熊本地震での教訓から，大規模災害の発生時
には，都道府県庁に保健医療福祉調整本部が設置される
ことになった．さらに，COVID-19 のパンデミックによ
り，保健所業務がひっ迫したことからその活動等を支援
する，業務支援員（いわゆるIHEAT）が地域保健法に書
き込まれた．
今後はさらに多様な健康危機が懸念される．その一つ

として気候変動がある．図 3に日本の年平均気温偏差の
推移を示す[6]．年々，平均気温が上昇していることが
わかる．これにより，熱中症，風水害等の災害が増加し
ている．2014年8月に東京・代々木公園でデング熱が集
団発生した．ヒトスジシマカの生息域は北上しており，
今後，熱帯地域の蚊が日本に定着し，これまで日本で流
行していなかった感染症の増加が懸念される．さらに，
食料の不作による飢饉なども懸念される．
もう一つ，気になるのは経済財政状況である．日本の

普通国債残高は増加を続けている[7]ため，国債の消化
が滞ったときには，経済財政危機による物価上昇や財源
不足などが懸念される．
さらに，ウクライナや中東での状況などから世界的に

類似の状況が発生しかねず，東アジアにおける戦争・紛
争が懸念されている．そのため，台湾有事が発生した際
に，先島諸島の住民が九州・山口に避難するための検討
などが具体的に始まっている[8]．

III．課題に対応する未来戦略

多くの課題が懸念されるが，その対応について，例え
ば，気候変動については，根本の進展を抑えるための緩
和策と，影響を抑える適応策の 2種類があり，他の課題
についても，このような両面の対策が必要である．生活
習慣病対策等においては，1次，2次，3次予防が進めら
れている．健康増進計画等でのポピュレーションアプ
ローチの重視や，健康の社会的決定要因への対応として
は，ライフコースアプローチを含めた 1次予防をさらに
強化していく必要がある．一方で，認知症対策に代表さ
れるように，1次予防，2次予防に力を入れても，加齢
による変化は起こるため，3次予防についてもより強化
していく必要がある．それは，気候変動への適応策と似
た側面がある．

1．科学的な思考による保健医療福祉活動
これからの保健医療福祉活動で重要なこととして，科
学的な根拠に基づく政策立案（Evidence-based policy 
making: EBPM）がある．EBPMでは，政策目的の明確化，
エビデンスの活用，ロジックの明確化，政策の改善など
の要素が重要である．
現状として，決められた手段をこなす保健医療福祉活

動が多くなっている状況がある．改めて，そもそもの目
的を明確化する必要がある．その際には，保健医療福祉
専門職が重要と考えるニーズだけではなく，住民の価値
観に基づくディマンド（またはウォンツ）を踏まえて目
的を設定する必要がある．これは人材や財源の不足から，
今後，いろいろな保健医療福祉サービスについて，住民
に負担を求めることが多くなると考えられる．住民とし
てお金を払ってでも参加したい，利用したいと思うこと
がより重要になる．
ロジックモデルも重要である．最終的に目指したい目
的や，アウトカムに関する目標を設定して，着実にそれ
につながる取り組みを相違工夫して考える．
また，PDCAサイクル（計画，実施，評価，改善）を
効果的・効率的に回す活動が必要である．さらに，最近
は特に健康危機管理において，OODAループ（Observe：
みる，Orient：わかる，Decide：きめる，Act：うごく）
が有用であると言われるが，平時の保健医療福祉活動に
おいても重要である．
なお，科学とは，専門家が出した研究結果をそのまま
信じることではない．保健医療福祉従事者の，科学に関
する力として，問いを立てる力や，批判的検討をする力
を伸ばすことが重要であろう．

2．人材減少下での対応力の確保
人口減少により，保健医療福祉従事者等が減少し，財
政収入も減少する．その対応としては，人口減少を少し
でも食い止め，人材を確保・育成し，予算を確保する緩
和策が王道である．それに加えて，種々の適応策を展開
していく必要がある．
⑴自助，共助，公助
地域保健対策の推進に関する基本的な指針では，「行
政を主体とした取組だけでは，今後，更に高度化，多様
化していく国民のニーズに応えていくことが困難な状況
となっている．」と記載されており，自助，共助を含め
た多様な主体による取り組みを推進する必要がある．そ
の一つの方策としては，地域共生社会の推進がある．地
域共生社会は，制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」
「受け手」という関係を超えて，地域住民や地域の多様
な主体が，「我が事」として参画し，人と人，人と資源
が世代や分野を超えて丸ごとつながる社会である．
介護についても，介護保険事業者によるサービスだけ
でなく，住民主体による通所型・訪問型サービスBやボ
ランティアポイント制度等が推進されており，住民の相
互の助け合いや有償ボランティアの活動がより推進され
ると考えられる．さらに，専門性をもつNPOの活動，企
業による社会貢献や，従業員のボランティア参加の推奨，
また，本業を拡張した様々な活動が広がると考えられる．
公助として，上記の共助が推進されるような社会の仕
組みのマネジメントや，取り残されがちな人にも支援が
行き届くようにすることが求められる．
健康日本 21 で強調されているようにソーシャルキャ
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ピタルを活用した保健活動なども重要である．また，デー
タヘルス計画策定の手引き[9]に記載されているように，
地域資源の把握も重要である．今後，地域資源の把握，
育成，活躍のための活動を強化する必要がある．
地区活動についても新たな考え方が重要であろう．住
民の生活圏が当該自治体に限定されず近隣自治体等へも
拡大し，インターネットの普及によりオンライン上でつ
ながる新たなコミュニティ等が普及しており，地区活動
を展開する上で，従来の地区以外の観点もふくめ，より
俯瞰的な視点を持つこと（2025年10月1日，第2回検討
会，資料1）[1]が望ましいと考えられる．市町村や都道
府県といったより広域で，NPOや企業と連携するなど
の地区活動も重要であろう．
自助としては，健康づくり，経済力の向上，平時から
の備えなどが期待される．加えて，受援力を向上させる
ことも重要である．「人に迷惑をかけたくない」という
意識から，助けを求めることをためらう文化が変わり，
必要な時に気軽に「助けて」と言える，そしてそれを受
け入れる地域全体の雰囲気が重要になる．子どもの時か
らの受援力を高める教育や，助けを求めた場合に良い結
果が得られたという経験が積み重ねられるような社会づ
くりが重要である．さらに，種々の支援者が包摂的に対
応できるようにするためには，支援者を支援する仕組み
づくりが重要である．
⑵人材の多様な活躍
1高齢者の活躍
健康寿命が延伸傾向で，高齢者の体力は向上しており，
また高齢になっても仕事を続ける人が増加している．将
来の人口構成について，図 4に示すように年齢の区切り
方を50 ～ 74歳とすると，その人口割合は，この先も概
ね横ばいである[3]．即ち，現実にはひとそれぞれの状
況があると考えられるが，74 歳まで働く世代であると
考えることができると，働く世代の割合は，それほど低

下するわけではないと言うことができる．高齢者が，体
力や能力に応じて，また自身の経験やスキルを活かして，
様々な活動の重要な担い手となる．これは生きがいづく
りや介護予防にも繋がる．
2外国人の活躍
人口減少する中で，今後の政策動向によって左右され
るが，外国人労働者がいなければ保健医療福祉活動は成
り立たないと考えられる．外国人の保健師と一緒に働く
ことが普通な時代になるかもしれない．
3兼業の増加
厚生労働省から 2018 年に「副業・兼業の促進に関す
るガイドライン」[10]が発行されて，その後も改訂がさ
れており，副業・兼業が推進されている方向性がある．
また，総務省の検討会では，地方公務員の兼業の推進に
関する資料[11]が公表されている．今後，公務員におい
ても，兼業が普通になっていくことが考えられる．
兼業にはメリットと留意点がある．職場へのメリット
としては，人口減少の中で人材確保につながる，新たな
技術の開発につながるなどがある．また，本人へのメ
リットとして，ひとつの人生の中で多様なスキルや経験
を得ることができる，所得が増加するなどがある．一方
で，留意点としては，複数の勤務先の労働時間を合計す
ると過重労働になるおそれがあり健康管理に留意する必
要がある．また，ある勤務先で得た秘密情報を別の勤務
先で漏らしてはいけないため，業務上の秘密情報の管理
に留意する必要がある．
⑶自治体間の共同
自治体間の格差が拡大し，小規模自治体は単独で必要
な機能を果たすことが難しくなっていることから，表 1
に示す種々の共同処理制度が活用されている（2025年6
月25日，第1回検討会，資料2）[1]．以前から活用され
ている「別法人の設立を要する仕組み」としては一部事
務組合や広域連合がある．また，「法人の設立を要しな
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い簡便な仕組み」として，連携協約，協議会，機関等の
共同設置，事務の委託，事務の代替執行がある．連携協
約の活用例として，連携中枢都市圏構想や，定住自立圏
構想がある．市町村・都道府県間による相互支援の推進
も重要である．これらの仕組みについて，保健医療福祉
分野での導入が進むと考えられる．
⑷情報通信技術の活用
情報通信技術（ICT）の活用として，定型的な事務の

効率化の他，関係者間での情報共有，説得力のある資料
づくりのための人工知能（AI）の活用，Webシステムを
活用した保健指導等，情報通信技術のさまざまな活用を
推進する必要がある．さらに，見守りセンサー，介護ロ
ボット等のテクノロジーの活用が広がると考えられる．
近年，高齢になってもインターネットを使う人は結構

いる．一度，インターネットを使った世代は，高齢になっ
ても使い続けていることが統計からわかるため，将来的
には，70 歳代，80 歳代になってもインターネットを使
う割合が9割近くという時代になると考えられる[9]．
⑸地域医療構想と医療保険財政
新しい地域医療構想として検討されているように，高

度急性期病床等による「治す医療」と，包括期病床や医
療介護連携等による「治し支える医療」を持続可能な形
で確保する必要がある．人材確保や病院を維持する財源

の確保の困難性が増していく中で，人材の配置や限られ
た財源をどのように使うことが最適であるかについて，
住民を交えて検討を深めていくことが必要となろう．
地域医療構想の推進において，2014 年の医療介護総
合確保法の公布以来，保健所は重要な役割を果たしてき
た．加えて，医療介護連携[12]が推進されており，在宅
医療圏等における地域包括ケアの推進において，市町村
には重要な役割が期待される．また，市町村，都道府
県，協会けんぽ，組合健保等が連携し，医療保険者と
しての機能を発揮していく必要がある．韓国においては，
COVID-19 における病床確保等において医療保険者が重
要な役割を果たしており，日本においても健康危機管理
における医療保険者機能も検討する必要があろう．
物価上昇率が高くなると，診療報酬の引き上げがそれ
に追い付かず，医療機関の経営が厳しくなっている状況
がある．将来，経済財政危機が発生した場合には，物価
上昇率がさらに高くなるおそれがある．その対応として，
診療報酬を随時適切に設定する仕組みづくりが必要とな
るが，診療報酬以外の収入が重要となり，自費診療が増
えるかもしれない．
近年，悪性腫瘍や認知症等に対する高額な医薬品や高
性能の医療機器が開発され，治療効果の向上においては
福音である一方で，今後の保険財政には懸念材料となっ

共同処理制度 制度の概要 運用状況（R5.7.1現在）

事務の委託

機関等の共同設置

協議会

地方公共団体の委員会又は委員、行政機関、長の内部組
織等を複数の地方公共団体が共同で設置する制度。

地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調整、計画作
成を行うための制度。

地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地方公共
団体に委ねる制度。

法法
人人
のの
設設
立立
をを
要要
しし
なな
いい
簡簡
便便
なな
仕仕
組組
みみ

○設置件数：２２７件
○主な事務：消防５９件（２６．０％）、救急２６件（１１．５％）、
広域行政計画２２件（９．７％）

○設置件数：４４５件
○主な事務：介護区分認定審査１２８件（２８．８％）、公平委員
会１０６件（２３．８％）、障害区分認定審査１０６件（２３．８％）

○委託件数：６，８１５件
○主な事務：住民票の写し等の交付１，３３８件(１９．６％)、
公平委員会１，１６７件（１７．１％)、競艇８６４件(１２．７％)

広域連合

一部事務組合

別別
法法
人人
のの
設設
立立
をを
要要
すす
るる
仕仕
組組
みみ

地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するた
めに設ける特別地方公共団体。

地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であると認め
られる事務を処理するために設ける特別地方公共団体。国又は
都道府県から直接に権限や事務の移譲を受けることができる。

○設置件数：１，３９２件
○主な事務：ごみ処理３８７件（２７．８％）、し尿処理３０４件（２１．
８％）、消防・救急各２６７件（１９．２％）

○設置件数：１１７件
○主な事務：後期高齢者医療５２件（４４．４％）、介護区分認定審
査４５件（３８．５％）、障害区分認定審査３０件（２５．６％）

（注１） 法人の設立については、特別地方公共団体の新設に係るものであり、総務大臣又は都道府県知事の許可を要するものとされている。

事務の共同処理制度について

（注２） 地方開発事業団、役場事務組合及び全部事務組合については、地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年法律第３５号）により廃
止。

連携協約
地方公共団体が、連携して事務を処理するに当たっての
基本的な方針及び役割分担を定めるための制度。

○締結件数：４６７件
○連携中枢都市圏の形成に係る連携協約：３４８件
（７４．５％）、その他：１１９件（２５．５％）

事務の代替執行
地方公共団体の事務の一部の管理・執行を当該地方公共
団体の名において他の地方公共団体に行わせる制度。

○代替執行件数：３件
○上水道に関する事務：１件、簡易水道に関する事務１件、
公害防止に関する事務：１件

（注３） 協議会、機関等の共同設置、一部事務組合、広域連合の事務件数については、複数の事務を行っている場合は事務ごとに件数を計上して
いるため設置件数と一致しない場合がある。

71

表1　事務の共同処理制度
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ている．そこで，保険適用に際して費用効果分析を用い
る取り組みが進められている．しかしながら，費用対効
果が劣っても，効果自体は高い医薬品等が次々と開発さ
れた場合には，民間医療保険の利用や自費などでも利用
したいという需要が高まる考えられる．Khan[13]はイギ
リスにおける医療受診待機リスト期間が長いという課題
によるものであるが，民間保険による医療サービスを享
受する層と経済的にそれが困難で医療アクセスが制限さ
れる層の格差が拡大するという二層化（two-tiered）が
進行して，医療制度の公平性が損なわれる可能性につい
て警鐘をならしている．日本においても，そのような状
況となる可能性がある．

3．健康格差の縮小
⑴健康格差対策の7原則
健康日本 21（第三次）では，健康寿命の延伸と健康格

差の縮小が基本的な方向の筆頭にあげられている．健
康格差の縮小に向けての対策のポイントは，図 5に示す
「健康格差対策の 7原則」[14]が参考になる．その中で，
図 6に示す「配慮ある普遍的対策」proportionate univer-
salismは，重要である．支援の対象者と対象者でない人
について，スパッと線を引くと烙印（スティグマ）を押
されたと感じて，うまくいかないことが多い．全ての人
を支援することをベースにしつつ，社会的に不利な度合
いに応じて，よりしっかりした支援を行う形が望まれる．
介護予防については，特定高齢者施策から，住民主体の

通いの場に戦略を転換して，年齢調整要介護認定率の減
少に成功しており，他の分野においてもその経験を生か
す必要があろう．
健康格差の縮小に向けた対策として，静岡県での取り
組みがひとつの参考になる[15]．課題共有（見える化）
として，死亡，特定健診，食生活等のマップ化を行い，
地域間の格差を明らかにして関係者で状況認識を共有し
ている．方針の明確化として，課題の大きい地域により
支援を強化する方針が明確化された．人材育成として，
研修会，スキルアップ事業等が進められた．組織間の
ソーシャルキャピタルの活用として，県と市町村の共同
事業を始めとして，県と市町村，大学との連携が進めれ
た．配慮ある普遍的対策として，全県の事業と地域に特
化した共同事業の組み合わせで進められた．ライフコー
スアプローチとして，教育体制への支援や，子どもに働
きかける受動喫煙防止対策劇などが行われた．
⑵保健予防活動の推進
母子保健，生活習慣病対策等の成人保健，高齢者保健
による健康寿命の延伸，幸福の向上を引き続き進めてい
く必要がある．
男性における肥満は，図 7に示すように特定健診・保
健指導の導入後も増加し続けており，特に，図 8に示す
ように，10 ～ 30歳代で肥満が進行している状況がある
[5]．また身体活動も減少傾向が続いている．健康経営
の推進など，地域と職域が連携した活動や，学校保健と
の連携が重要である．また，居心地が良く歩きたくなる

図5　健康格差対策の7原則 図7　日本でのBMIの推移（国民健康・栄養調査より）

図6　配慮有る普遍的対策
図8 　性・年齢階級別の肥満（BMI≧25）の割合（2015
～2019年国民健康・栄養調査）
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街なかづくりなど分野横断的に連携した活動を推進する
必要がある．
孤独・孤立対策の重要性が高まると考えられる．自

助・共助・公助を組み合わせ，受援力や自己肯定感を高
めることや，企業・学校・NPO・行政機関が組織内・
組織間で受援力を高めてつながりあうことが重要であろ
う．

4．健康危機管理
健康危機対応としては，各ハザード特有の対応に目が
行きがちであるが，いかなる危機においても，指揮調整
体制の確立といったマネジメントや，人々への支援が重
要である．特にマネジメントにおいては，国，都道府県，
保健所，市町村，学区，避難所等のそれぞれにおいて指
揮調整体制を確立するとともに，各レベルが重層的，有
機的につながる体制が重要である．また，公的支援のみ
では圧倒的に不足することが多く，自助・共助・公助の
全てが発揮される必要がある．
気候変動対策について，保健医療福祉関係者は緩和策
に加えて，特に適応策において期待される役割は大きい．
静岡県では健康増進計画の中に熱中症（気候変動による
健康影響）対策が記載されている[16]．クールシェアの
取り組みも全国で広がっていくと考えられる．
国民保護上の事態への対応についても保健医療福祉

関係者として備えをしておく必要がある．化学物質
（Chemical），生物（Biological），放射性物質（Radiolog-
ical），核（Nuclear），爆発物（Explosive）というCBRNE
によるテロや災害への備えも重要である．
経済財政危機については，Farah-Yacoubら[17]が，1815
年～ 2020年の221件の国家債務不履行事例の分析を行っ
て，乳幼児死亡率の低下傾向は続くものの対照群と比較
して出生 1000 対 5.4 人の追加的な乳児死亡が発生してい
ることを示している．さらに，平均寿命の延伸は続く例
が多いが，また一部の事例において平均寿命の短縮がみ
られたことを示している．このような危機においても，
人々の健康を確保できる取り組みが望まれる．急速な物
価上昇が発生すると税金等を財源とする公務員の給与や
診療報酬・介護報酬の上昇は，物価の上昇に追い付かず
に解離し，多くの退職者がでる可能性がある．従事者の
給与をタイムリーに上げることが望まれるが財政的に難
しい場合もあろう．保健医療福祉従事者は使命感を持っ
て自分の仕事を続けつつ，生き延びるためには，兼業・
副業が重要になるかもしれない．

IV．まとめ

ここまで，地域保健・医療・福祉の現状と未来につい
て見てきた．全体として，これからの活動においては，
目的や目標を指向した活動，地域共生社会の推進，情報
通信技術の活用が特に重要であると考えられる．困難な
状況があっても，本質をとらえた活動，創意工夫した多

様かつしたたかなか活動によって，住民の健康と幸福が
向上することを期待したい．
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